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世
界
戦
争
以
來
、
我
国
に
於
て
も
、
物
儂
頻
り
に
騰
貴
し
、
生
活
費
非
常

に
高
ま
つ
π
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、

官
吏
の
俸
給
は
依
然
ε
し
て
改
ま
る
所
が
な
く
、
僅

に
臨
時
事
件
豫
備
費
の
中
よ
り
少
額

の
臨
時
手
當
を
支
給
し

て
、

　
時
を
糊
塗
す

る
に
過
ぎ
な
か
つ
π
。
そ
れ
が
矯
め
に
、
宮
廻
は
生
活
上

い
や
が
上
に
窮
迫
し
、
中
に
も
貧

民
の
仲
間
入
を
せ
ね
ば
な
ら
戯
様
の
も
の
も
出
來
、
從
て
健
全
な
る
中
級
の
敗
滅
を
來
さ
ん
己
す
る
勢

が
現
は
れ

把
、
加
之

一
方
に
は
高
材
逸
足
の
徒
が
孚
て
野
に
下
ら
ん
ε
す

る
に
至

っ
た
ε
同
時
に
、
他
方
に
は
、
過
激
思
想

が
官
吏

の
頭
脳
を
動
か
さ
ん
ご
す

る
に
至
り
、
國
家
生
活
そ
の
も
の
が
脅
か
さ
れ
る
様
に
も
見

え
イ
.来
た
。
そ
こ

で
余
輩
は
両
三
年
來
頻
り
に
官
吏
の
待
遇
を
改
善
せ
ね
ば
な
ら

楓
こ
ε
を
絶
叫
し
て
來
花
.
政
府
も
亦
之
に
氣
の

附
か
ぬ
こ
ざ
は
な
か
つ
セ
。
且

つ
職
孚
が
終
熄
し
だ
か
ら
に
は
、
臨
時
事
件
豫
備
費
も
塵
せ
ね
ば
な
ら

濾
し
、
臨
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持
手
當
も
・
さ
　
長
籍

し
て
居
る
讐

も
行
か
景

情
が
あ
っ
た
の
で
、
.労

政
府
ば
籍

の
改
正
を
企
て
、

其
饗

を
大
正
九
年
の
通
常
議
倉

要
求
し
た
、
共
議
會
が
解
警

な
る
や
、
更
呈

を
葦

の
夏
の
臨
時
議
會

に
再
び
提
案

し
て
、
其
協
賛
を
得
た
、
そ
こ
で
、
そ
れ
よ
b
俸
給
令
其
他
俸
給
に
關
係
す

る
勅
令
規
則
を
改
正
す

る
に
.至

っ
た
。

一
禮
、
俸
給
は
、
之
を
廣
義

に
.解
す

る
芭
、
在
職
俸
、
非
職
俸
、
恩
給
、
遺
族
扶
助
料
等
を
包
括
す

べ
き
で
あ

る
・
併
し
非
糠

憲

給
や
遺
族
扶
助
料
は
在
職
俸
を
基
準
乞

て
之
を
蛋

・
・
蕊

塗

っ
て
ゐ
・。
か
ら
、
俸

給
ε

い

へ
ば
、
在
職
俸

を
聯
想
す

る
は
當
然

の

こ
ご

で
あ

る
、
加
之
官
吏
界

が
動
揺
す

る
ξ

い
ひ
、
安

定
し

て
ゐ

窪

い
ふ
・
皆
在
職
俸
に
關
係
す

る
こ
ε
で
め
る
、
是
が
警

食

藪

に
狭
義
の
俸
馨

し
て
在
職
俸
に
就
て
研

究

し
や

う

ε
思
ふ
。

次
に
舞

露

給
の

一
部
を
形
急

も
の
で
は
な

い
が
、
そ
れ
が
少
き
に
過
ぎ

建

、
俸
給
農

ひ
込
み
て
來

る
、
従
来
我
国
の
富
吏
の
地
位
が
下

っ
た
の
は
、
族
費
の
少
い
欝
め
で
あ
っ
だ
、
從

て
増
俸
の
議
論
の
中
に
は
族

費
迄
・
併
薯

へ
ら
ミ

に
至

つ
π
の
で
あ
る
、
故
に
余
は
族
費

の
・
蕊

も
論
及
し
や
　
恵

ふ
。

問
題
は
俸
給
や
族
費
が
如
何
な

る
程
度
に
改
善
せ
ら
れ
π
か
、
官
吏
は
爲
め
に
生
活
の
安
固
を
保
障
せ
ら
れ
て

る
る
か
否
か
ε
い
ふ
こ
ε
に
在
る
。

時

論

堆
俸
の
・研
究

.

第
+
二
巻

(第
六
號

六

】
)

入
七
九

●



時
.
識

滑
俸
の
研
究

=

増
俸
の
概
要
井
に
程
度

第

十
二
巻

(第
六
競

六
二
)

八
八
O

ラ■

増

俸

の

改

正

(

我
国
の
俸
給
は
女
官
ご
武
官
ε
の
間

に
歴
別
を
立
て
、
女
官

の
俸
給
は
俸
給
令

に
依
り
、
陸
軍
武
官
の
俸
給
は
一

陸
軍
給
典
令
に
依
り
、
海
軍
武
官
の
俸
給
は
、
海
軍
絵
具
令
に
依
て
之
.を
定
め
て
み
る
。

　

　

　

　

　

■
、
交
官

の
俸

給
は
、
更

に
高
等
官

ε
判

任
官

ご
の
問

に
塵

別
を

立
て
、
高
等
官
官
等
俸
.綸
命

ご
判
任

官
俸
給
令

ピ

に
依
り

別
々

に
定

め
て

み
る
。

,

ラ
　む
む
む

サ
む
　

σ
高

等
官

の
俸
給

は
、
更

に
親

任
官

蓬
勅
任
官

ご
奏

任
官

ξ
を
匠

別
し
て
、
其
額
を

定

め
て
み
る
。

う

じ
む
　
む
む
　

ド

臼
親
任

官

の
俸
給
は
、
官

に
從
て

一
定

し
て
居

る
.

今
回

の
俸
給
令

の
改

正

で
増
俸

せ
む

れ
た
も

の
ε
増
俸

せ
ら

れ
な

い
も

の
ε
が
あ

る
。
其
増

俸
せ
む

れ
な

い
者
は

従

来
年
俸
七
千
五
百
圓

以
上
を
得

て
居

っ
た
者

で

あ
る
、
即

青

内
閣
総
理
大
臣

(年
墜

蔑

千
圓
唇

莫

臣
、
朝
鮮
総
督

(年
俸
八
千
圓
)
,皇
難

督
、
判
事
・
關
東
長

官
、
国
勢
院

総
裁

(年
俸

七
千

五
百
圓

)
は
即
ち

そ

れ
で
め

る
。
其
増
俸

せ
ら
れ
た

る
者

は
即
ち
左

の
如
し

(高
等

官
官
等
俸
給
令
七
條
)

仙
宮
計
翰
査
慨
長
、
行
政
裁
判
所
長

■

現

俸円
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E
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5
罹
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六、玉
8

五
、08

・

き

一
頓

。
。
。
。
。

・
勅
任

官

の
俸
給

は
、
官

に
依

っ
て

一
定
額

の
年
傭

を
定

め
て
あ

る
も

の
ご
、
同

一
官
職

の
俸
給

を
藪

級

に
分
け

(て
、

一
定
年

限
を
纒

逼
す

る
毎

に
下
級

俸

よ

り
上
級

俸

に
進

め
る
様

に
定
め
て
あ

る
も

の
ε
が
あ

る
。

前
者
は

定

額
年
俸

で
後
者
は
級
俸

で
あ
る
。

今
勅
任

官

の
俸
給

が
増

さ
れ
た
程
度

を
見

る

ε
左

の
如
く

で
あ

る
。

官

名

,

「
.

現
在
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俸

蓉
年
俸

堵
俸
の
百
分
比

亀

⊥
鰻

縮ー

ー

恥

内
閣
書
記
官
長
・
法
制
局
長
官

・
拓
殖
局
長
宮
、
各
省
次
官
、
内
務
技
監
、
鐡
道

技
監
、r
海
外
駐
劃
財
務
官
、
宣
篶
閣
総
督
総
務

長
官
、
警
脱
穂
監
、
航
空
、局
長
官

、

製
鐡
所
技
監

診

特
命
全
櫨
公
使
、
大
使
館
参
事
官
、
朝
鮮
総
督
府
舎
局
長
、
朝
鮮
総
督
府
湖
信

局

長

、
關
東
騰
事
務
総

長

動

府
縣
知
事
、
樺
太
聴
長
官

・
朝
鮮
偲
督
府
知
事
、
型
鐵
所
次
長
・
官
立
大
學
長

励

賞
渤
局
題
裁
、
櫃
密
院
書
記
官
長

↑
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.
智
計
検
査
院
部
長

・
行
政
裁
判
所
部
長
、

(

院
長
、
朝
鮮
総
督
府
中
櫃
陳
書
認
官
長
、

ラσ

沓
聴
技
師
、
山
林
技
師

第
†
二
巻

(第
六
號

大
四
)

八
八
二

貴
衆
両
院
書
記
町
長

、
朝
鮮
総
督
府

讐

旅
順
工
科
學
堂
學
長
、
(専
費
局
長
)
.

助

(内
嗣
恩
給
局
長
)
・
印
刷
局
長
・
拓
殖

局
次
長
・
国
勢
院
部
長
・
各
省
局
長
・
臨

(

時
平
和
條
約
事
務
局
長
、
理
事
陸
軍
省
法
務
局
長

承
ル
者
、
航
空
局
次
是
、
圭
理

海
軍
省
法
務
局
長

タ
ル
者

、
辨
理
公
使

(
総
領
事
)
内
務
監
察
官
、
造
幣
局
長
・

維
新
史
料
編
纂
事
務

局
長
、
特
許
局
長
、
貯
金
局
長
、
簡
易
保
隙
局

長

恥

法
制
局
参
事
官
・
各
省
参
事
官
・
臨
時
議
院
建
築
局
理
事
、
税
關
長

、
脱
務
監
督

局
長
、
理
事
、
千
住
製
絨

所
長
、
主
理
、
山
林
事
務
官
、
鋸
務
署
長
、
製
鐵
所
理

事

、
遽
信
監
察
営
、
逓
信

局
長
、
商
船
學
校
長
、
航
路
標
識
管
理
所
長
、
峨

溢
局

長
、
朝
鮮
総
督
府
各
部
長

、
朝
鮮
総

督
府
参
事
官
、
朝
鮮
総
督
府
事
務
官
、
朝
鮮

総
督
府
螢
林
廠
長

、
朝
鮮
総
督
府
平
壌
鑛
業
所
長
、
朝
鮮
総
督
府
騎
院
醤
官
、
朝

、鮮
穂
督
府
濫
参
興
宮
、
璽
.遜
紬
督
府
参
事
官

・
塁
謎
総
督
府
各
局
長
・
墓
聯
総
督

府
專
.責
局
長

、
轟
溝
総
督
府
璽
北
騎
院
馨
長
、毫
.遜
総
督
府
高

等
商
業
學
學
校
長

、

塁
潤
穂
督
府
警
學
専
門
畢
校
長
、
(垂
濁
総
督
府
州
知
事
)關
東
灘
事
務
官
、
關
東

廃
逓
信
局
長

、
關
東
臆
儲
院
醤
長
、
北
海
道
内
務
部
長

ゆ

(警
察
講
習
所
長
)
、
陸
軍
教
授
陸
軍
大
學
教
授
官

タ
ル
モ
ノ
・
海
軍
教
授
海
軍
太

く

ダ

學
校
教
官

タ
ル
者

・
〔官
立
大
事
教
授
)
-
文
部
省
直
轄
諸
學
校
長
・
族
順
工
科
學

堂
教
授

、
搬
査
官

、
行
政
裁
判
所
評
定
宜

叫

剣

事

・
核

導

く

-
、
.

一 一{
四三二一 ニー
級級級級 細緻

【
!■ ■ 一■■ ■ ■閂一 一 ■一'

緻

一
τ六五四三二一
1級級級級級級

一
級懸紙

五
、
七
8

五
、
一δ
〇

六
δ

0
0

婆

吾

0

置
、
二
〇
口

囲
、
(
8

韮
、
=
8

ヨ
、
一δ
口

囲
犬

8

四
、
置
8

七
、
ロ
8

六
、
吾

O

E
、
七
8

五
三

8

四
、
合

〇

四
、
匿
8

四
、
二
〇
〇

冒
一、苫

〇

四
、吾

〇

四
δ
邑

『

苫

0

暫【
、
E
O
o

嵩
、苫

O

呵「
、
七
8

　
、
冒喜

モ
七
8

『
三
〇
〇

冒「δ
8

六
δ
O
O

五
δ
8

四
三
8

【、苫

O

互

8

「、0
8

、

画

展=四 旦E四 三二五
Orヒ=二 〇 匪二四

〇
四 犀ヨ
五 目

E四 四 三 三 一 ヨ 四 四
〇 ヨ 〇 五 〇 六 〇EO



,

「

`

曹

㌧

朝一

・ー

ー

繧
一

・・
.

癒

　

難

　

司
法
官
の
俸
給
に
其
後
尚
精
確
に
刻
み
、
行
政
官

こ
同
様

に
前

述
の
各
號
に
挿

入
す

ろ
こ
こ

＼
な

っ
た
、
即
ち
核
事
総
長
ば
年
俸
七
千
圓
、
特
別
の

緻

、・㌔
し
、
朝
鮮
穂
督
府
法
院
長
ば
2
號
に
、
慶
濁
総
督
府
法
院
長
に
、

】
級
六
千
五
百
圓
、

二
級
五
千
七
百
圓
で
、
特
別
の
級
な
形
く
り
、
大
審
院

部
長
、
控
訴
院
長
、
大
審
院
俄
事

(
二
人
)
樵
専
長
、
朝
鮮
総
督
府
高
等
法
院
検
事
長
.
豪
瀞
総
督
府
法
院
繊
察
官
長
、
は
恥

に
、
朝
鮮
穂
督
府
高

等
法
院
部
長
、
覆
碧
法
院
長
、
同
覆
審
法
院
愉
…事
長
、
關
東
騰
法
院
判
官
・
は
ω

に
・
大
審
院
判
事
、
強
事

、
控
蘇
院
部
長
、
論
…纂
、
旗
亭

正
、
地

方
裁
到

所
長
、
朝
鮮
総
督

府
高
等
法
院
、
判
事
、
検
事

、
同
覆
審
法
院
部

長
井
に
検
事
-
同
地
方
法
院

長
井
に
檎
…事

正
・
塵
溜
総
督

府
高
等
法
院
上

告
部
剣
官
、
地
方
法
院

長
及
地
方
法
院
検
察
官
匡
-o

に
挿
入
す
ろ
こ
・こ
㌔
な

っ
て
み
ろ
。

右

表

に

依

て

之

を

観

れ

ば

、

製

鐵

所

長

官

及

検

事

総

長

の

俸

給

が

六

千

圓

よ

り

七

千

圓

に

上

っ

た

の

を

除

き

、

、

、

、

、

、

・

、

b

、

、

、

、
.

・

、

、

、

、

、

、

、

b

、

、

、

、

、

、

b

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

勅
任
官

の
俸
給
は
殆
ぜ
・
皆
千
五
百
圓
増

さ
れ
て
み
る
ざ
云

っ
て
宜
し
い
。
從
て
増
俸

の
牽
・は
從
來
俸
給
の
少
か
つ

も

や

ぬ

セ

　

へ

し

も

へ

で

も

も

め

ヘ

へ

花
巻

に
劃
す

る
程

高
(
な

る
の
で
あ

る
、
師

ち
從
來

勅

任
官

の
最

高
俸

給
を
受
け
て
居

っ
た
者

に
謝
し
て

は

一
割

山
八
分
若

く
は
二
割
…七
分

ε
な
軌

、
次

は
=
一割
、
一二
割

三

分
、
「二
割
五
分

、
三

割
レ
七
分
、
四
割

、
四

割
五
分

置
順

々

ロ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

り

う

ヘ

ヘ

マ

ヤ

マ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

ェ

　
マ

ヘ

カ

ぬ

ら

い

や

に
上
.ぽ
り
、
最
後
に
五
割
に
至
て
止
む
、
是
が
故
に
勅
任
官
の
最
下
俸
給
は
四
千
五
百
圓

で
、
五
割
の
増
俸
を
得

　

リ

モ

も

リ

エ

へ

も

も
ゾ

も

も

た
も
の

ε
謂

ふ

べ
き

で
あ

る
。

う

む
　
む
　
む
　
む

ハ
奏
任

交
官

の
俸
給
は
第

…
號

乃
至
第

三
號

に
分
ち

、
者

號

に
付

き
等

級
を

分
て

み
る
、
.先

第

一
號

に
依

る
の
官
一

(の
官
等

は
、
高

等
官

三
等
乃
至

名
辞

、
其
第

一
厩

に
依

る
も

の
は
、
高
等
官

四
等
乃

至
八
等

、
其
第

三
號

に
依

る

時

論

増
俸
の
研
究

、第
十
二
巻

(第
六
號

六
五
)

八
八
三

一.



時

論

壇
俸
の
研
究

第
十
二
巻

(第
六
號

六
六
)

八
入
四

も

の
は
、
高

暫
官

五
等
以

下
で
あ

る
。

(高
等
官
官
等
俸
給
令
弟
+
一
號
)

醤
俸
給
令
に
於
て
は
、
第

一
號
乃
至
第
五
號

に
分
て
み
た
、
從
て
精
確
に
新
令
の
各
號

・藩

令
の
各
號
ε
を
比

較
す
る
こ
ご
出
來
な
い
が
、
大
雅
か
ら
云
ふ
ご
、
其
沓
令
の
第
三
號
に
依
る
諸
官

は
新
令
の
第

二
號
に
當
り
、
琶

令
の
第
四
號

に
依
る
諸
官
は
新
令
の
第
三
號

に
當
り
、
蕾
令

の
第

一
號
第
二
號
第
五
號
は
新
令

の
第

一
號

に
當
つ
.

て
る
る
様
で
あ
る
、
仍
て
此
見
地
よ
り
藩
命
に
依
る
俸
給
ご
新
令
に
依
る
俸
給
ε
を
比
較
し
て
見
や
う
ご
思
ふ
。
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俸
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〇
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O
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∪
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⊆
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O
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δ
8
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一
、吾
〇

一
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三

8

一δ
8

八
吾葺

O

第

二

號

」

～

一

新

　

凪
、
(8

嵩
、
四8

さ

8

「

言

口

ニ
、四
8

昌
、8

0

一、合

〇

一、六
8

一
、
四
〇
〇

=

「8

一
、
一8

葎

(
三
號
)

　

、

二
、0
8

て
苫
〇

一
、吾
0

=

一8

三

〇
〇

】
δ
8

λ

岩登
O

第

三

號

～

一

円

モ

δ

〇

一「
、
苫

O

』

二
、
隅
8

二
δ

O
O

一
、
♂

0

て

杏

〇

一
δ

四
〇

=

δ
〇

一
、
　
8

一
δ

8
九
8

葺

四
號
)　

一
、吾

ロ

一
、可否

一
三
8

一
、
お
〇

一
δ
8

金

0

登

口

宍
0
0

葦

0

吾

O

右
表

に
示
す
如
く
、
暫
令
ご
新
令

ご
は
等
級
の
分
ち
方
が
、
攣

っ
て
み
る
か
ら
、
新
命

に
依
る
俸
給
は
替
令
に

の

F
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O

依

る
働

給

に
比

し
幾
何
増

し
て

み
る
か
を
的
確

に
比

較
す

る
こ
.ε
が
出
乗

組
、
併

し
最
高

年
俸

に
就

て

い

へ
ば
、

五

割
を
、
最

低
年
俸

に
就

て
は
八

割
を
増

し
、
他

は

其
中

に
あ
る
ご
謂

っ
て
可

か
ら
う
。

ぎ

　
　
　
　
む
む
　

二
割
任

官

の
俸
給

も
亦
第

一
級

よ
り
第
十

　
級

に
分

て
み

る
、
級

の
分
ち
方
は
蕾

規
定

ご
同
じ
様

で
.あ

る
け
れ

ご

(も

、
俸
給
額

は
大

に
増

さ
れ
て
来

た
。
即

ち
醤
規
定

ε
新

規
定

ε
を
比
較
す

る
ε
左

の
如

く
で
あ

る
。

(判
任
官
俸

給
令
鑑
一
號
及
別
表
)

緻

俸

「
緻

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

七
級

入
級

九
級
.

十
級

十
一
級

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
轟

正

　門

　

盤

　　

一

　

蜜

　

　

　

　

帰日
俸

百
分
比

穴(

(〕

薯

(〇

七〇

六七

六二

五四

六六

(〇

一〇〇

、

此
表

で
見

る

ε
剣

任
官

の
俸
給

は
最
下
級
よ
り
敏

へ
て
十

一
級

よ
り

七
級
迄

は
二
十
圓
を
増
し

、
七
級

は
二
十

五
圓

を
増

し
、
六

級

は
三
十
圓
を

.
五
級
は
三
十
五

圓
を
、
四

級
は
四
十
五
圓

を
、
三

級
は
五
十

風
を

、
二
級

は

し

も

カ

も

ロ

ロ

も

の

ヤ

も

も

も

つ

コ

も

セ

も

ロ

セ

カ

い

六
十
圓
を
、

】
級
は
六
十
五
圓
を
増
す

の
で
め
る
、
從
て
増
俸
率
は
最
下
級
の
+
割
よ
り
最
上
級
の
⊥
八
割
八
分
に

も

カ

も

コ

マ

も

も

や

つ

も

る

も

も

セ

　

ロ

　

至

る
間

に
於

て
歴

々

に
分
れ

て
み
る
。

　

　

　

　

　
　

　

　

　

二
、
武
官

の
俸

給
は
從
來
陸
軍

ε
海
軍

こ
の

間

に

多
少
相
違
す

る

所
が

あ

っ
た

が
、
巳少

く
ざ
も
高
等

窟

に
就

て
.

は

、
今
回

の
改

正

に
依

て
統

一
す

る
こ

ξ
玉
な

っ
た

、
即

ち
改

正
規
定
を
藤

規
定

に
比
較
す

る
に
左

の
如
し
。
(陸

軍
結
盟
ハ令
蟹
剛五
條
島ハ笛押
「語
い、
海
㎝昇
給
興
A¶⊥ハ條
及
第
一
表
)

時

論

爵
俸
の
研
究

、

第
十
二
巻
.
(第
六
號

六
七
)

八
入
五

「



U

時

」

論

滑

俸

の
研
究
.

大

將

中

将

少

將

　

　

の

改

正
、
規

定

七
、吾

〇

六
、吾

〇
五
、六
8

ゆ

隻

陸
軍

蔓
。。
費
...
,
。

・

酋 讐。 歪

美 言。 甚

少
佐

大

・臨

{島辮

亘

　鶴
象
等

第
+
二
巻

尉

中

尉

　藷

轟
臨

義

{壽

覇

。.　
ゼ　

(第
六
號

少
尉

円
盆
〇

四
合

塗

　

§

・・三

・　

三
・琴
四
妻

{褻

　
昨λ
{癖

華

四三

壽

一　聾

讐

置

等
…
丘

醇
・
-
比
-
・
騨
　蕪

総

　垂

響

　響

{轟

右
.の
表

に
依
て
.之
を
観
る
ε
き
は
、
武
官

の
俸
給
ば
二
三
割
乃
至
七
八
割
増
さ
れ
陀
の
で
あ
る
が
、
其
増
俸
の

拳
が
大
膳
下
の
万
に
高
く
な
っ
て
み
る
中
に
も
、
多
少
例
.外
め
る
は
、
従
来
の
俸
給
が
不
整
で
あ

っ
た
爲
め
ご
謂

は
ね
ば
な
ら
楓
。

む

む

　

む

例

任
武
官

の
俸

給

に
至

て
は
陸
軍

疋
海
軍

ご
軌
を

同
う

せ
な

い
、
余
割
任
武
官

の
増
俸

を
見

る
に
左

の
如

し
。

・
.
.

下
.

士

官

〔日
給
)

コ

ト

ワ

ニ
等
下
士

三
等
下
士

一

等
}

下

ー

ー

「。

。

海

軍
審

俸

准

士

官

(年
俸
)

-

}

」

一
級

二

級

三

級

四

級

　

　

　

ロ

一
二
、
六
〇

一
、
一五
〇

一
、
〇
四
昌

湘
三
〇

省
札
逃
・
畠

{穴

内
・
二
.
{〔
一
三
・
二

五
四
〇
・
二

.

r

ヨ一門下
合

一
・冥

一
・
0
0

〈
0
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く
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級
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・
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二合四
(

一
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〇
吾

「

.

四
〇

二
級

,
一
級

莫

ゼ六

七
二

三

署
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圃

.

露

百

」
糠

同類

六
六

炎

苫

竺

1二}　撃

}官

(年
俸
)

{繍

船

齢

舳加

軌『

詰

砥『

諮

厭㎝

九 一

琶円 等

九 一

貫目 暮

六く
四

六
一一「

茜
〇

四
大

薯

窒

右
の
表
で
観
る
ε
、
勢
億
面
轡

P
靴
「↑
を
増
俸
は
六
割
以
上
十
五
割
に
達
し
て
み
る
、
大
鵬
俸
給
の
低
く
な
る

撚

郵

園
纂

職
同e
硬
名

懇

、
が
、
中
に
は
多
少
例
外
を
な
す
も
の
も
あ
る
。
警

注
意
書

嘉

ば

.

な
ら
ぬ
こ
ξ
は
・
馨

下
占

算

霧

惹

掌

薄

霧

謬

鰍
・参

事

、齋

孕

慰

窪

無
事

や

あ

も

コ

や

る

し

云
ふ

こ
ε
で
あ

る
。

ラニ

加

俸

の

改

正

.

一

.

本

俸
は
、
大
膿
職

柳

の
軽
重

に
依

て
加
減

し
、
服

務
年
限

の
長

短

に
從

て
斟

酌

し
て
之
を
定

め

る
も

の
で
あ

る

が
、
.そ
れ
丈

け
で
は
、
實
情

に
慮

じ
て
、
十

分

に
其
趣
旨
を
徹

底
す

る
こ
ぎ
が
出
家

な

い
こ
8
が
あ

る
。

そ

二
で

水
.俸

に
附

加
し

て
、

加
俸
を
給
す

る
の
必
要
が
起

て
来

る
ゆ
從

て
俸

給

の
改
正

は
本
俸

に
止

ま
ら
す
、

加
俸

に
も

時
.
論

欝
俸
の
研
究

`

第
十
二
巻

(第
六
號

六
九
)

八
八
七

一
.

晒
得
脹
(過
.

剛
恥

量

彫
聾
脹
(量
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縁

引
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曲
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讐
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・
℃
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、
時
.

論

琳
俸

の
研
究

第
「
二
魯

-第
六
號

七
〇
)

八
八
八

、

及

ん

で

乗

る

の

で

あ

る

。

り

加
俸
は
大
能
之
を
分
て
年
功
加
俸
,
任
地
加
俸
、
職
務
加
俸
の
三
こ
す
る
、
年
功
加
俸
は
服
務
年
限

の
極
て
長

く
其
官
の
最
高
級
俸
を
受
け
て
術
久
き
に
及
ぶ
も
の
に
給
す

る
も
の
で
あ
る
、
任
地
加
俸
は
任
地
が
内
国
ご
生
活

■

状
態
を
異

に
す

る
場
合
に
、
共
地

に
於
て
職
務
を
執
る
官
吏

に
給
す
る
も
の
で
あ
る
、
職
務
加
俸

ε
は
、
官
吏

の

執
る
職
務
の
性
質
に
顧
み
て
給
す

る
も
の
で
あ

る
。

o

O

O

O

o

び

O

o

」

O

O

o

O

一
、
年
功
加
俸
は
、
高
等
交
官

ざ
判
任
官
・し
に
依
て
異

る
。
高
等
文
官
の
年
功
加
俸
は
、
勅
任
丈
官
奏
任
交
官

で
五
年
以
上
其
官

の
最
高
俸
を
受
け
て
在
職
し
其
効
績
顕
著
な
る
者
に
給
す
る
こ
ξ
に
な

っ
て
み
る
、
英
領
は
七

百
圓
以
内

で
あ
る

({、畢

誉

覆

給
令
第
九
欝

+
七
條
第
†
九
條
)
藤
規

定

に
依
る
ご
、
英
領

が
五

百
劉
以
内
若

一
は
三

、

、

、

,

、

、

、

、

.

.

、

、

、

、

■

、

■

、

、

、

、

、

、

、

百
圓

以
内

で

め

つ
π

、
故

に
改
正

規
定

に
依

る
ε
少

く

ε
も

二
百
圓
程
壇

さ
れ
た
こ
ε

に
な

る
.
此
黙

に
就

て
も

㌦

、

、

、

b

、

3

、

、

、

も

b

、

、

、

、

、

、

、

、

四

割
以

上

の
増

俸

で
あ
る
ご
謂

っ
て
差
支

な

か
ら
う

。

群

雄

那

欝

に
就
て
は
二

級
俸
を
受
け
五
年
を
超
え
・
霧

熟
練
辱

な
る
誉

射
し
庭

苔

「
一

　
い

ヵ

コ

ヤ

ヤ

ヘ

へ

も

も

へ

も

ら

り

し

も

や

ヤ

マ

も

も

り

リ

ヘ

ヘ

カ

コ

も

も

カ

十
圓
蓮
を
給
し
て
居

っ
た
が
、
改
正
令
は
二
百
圓
迄
を
給
す
る
こ
ご
に
し
た
、
叉
枕
關
監
吏
、
税
務
吏
、
警
部
補

森
林
主
事
補
、
貯
金
局
書
記
補
、
簡
易
生
命
保
険
書
記
補
、
遊
信
局
書
記
補
、
通
信
書
記
補
、
塁
溌
穂
督
府
通
信

ロ

も

も

し

も

ロ

リ

カ

つ

手

の
如
き
判
任
官

に
し
て
最
上
級
俸
を
受
け
一二
年
を
超
え
事
務
熟
練
優
等
な
る
者
に
は
、
從
來
五
圓
以
内
を
加
給

踊

、

、

、

、

、

、

、

、

、
.

、

、

b

、

、

、

馳

、

、

、

、
.

、

、

、

、

、

、

、

、

、

●

、

、

、

℃

ト

、

、

、

す

る
こ
こ
に
な
っ
て
居

っ
だ
が
、
改
正
令
は
十
圓
以
内
を
加
給
す
る
こ
ご
、
し
た
。
故
に
判
任
官

の
年
功
加
俸
は

'



「

●』

や

も

も

も

む

も

も

し

ヵ

ム

も

へ

う

コ

リ

リ

も

も

ち

も

サ

ヤ

ロ
　

七

割
五

分
若
く

は
+
割
増

さ
れ

だ
ξ
云

ふ
こ
ε
が
出

來

る
。

　

　

む

　

二
、
任
地

加
俸
は

、

任

地

の
外
囲
で
あ

る

か
殖
民

地

で
め

る
か
内
地

で
あ
る

か
に

俟

て
、
.
之
を

外
囲
在
勤

加

,

俸
、
殖
民
地
在
勤
加
俸
、
内
地
在
勤
加
俸
の
三
に
分
け
る
、
故

に
任
地
加
俸

の
改
正
も
此
三
種
の
加
俸

に
就
き
交

官
ご
武
官

ε
に
匠
別
し
て
観
察
せ
ね
ば
な
ら

の
o

、

ラ
　
　

　
り

の
　
　

　
　
　

　
　
　

1
衣
官

の
任
地

加
俸

は
先

づ
外
国
在
勤

加
俸

を
擧

げ

ね
ば

な
ら

撮
、
外

国
在
勤
加
俸

は
生

ご
し
て
在
外
公
使
館

員

〔

'

に
勤
す

る
も

の
で
め

る
。
在
外

公
使
館

員

に
封
ず

る
在
勤

加
俸

は
飴
程

改
正

せ
ら
れ

た
、

之
を
列
暴
す

る
は
煩

に

堪

え
搬
、

=

一の
例
を
禦
ぐ

る

に
止

め
て
置
く
。

　

　

之
な
大
使
に
就
て
い

へ
ば
従
孫
米
菓
佛
.露
に
駐
箚
す
ろ
者
に
三
萬
圓
な
給
ぜ
ら
れ
て
居
っ
た
が
、
米
國

の
に
に
、
四
萬
五
千
圓
な
給

ぜ
ら
れ

ろ
こ
ミ

に
な
り

、
英
佛
の
に
救
、
四
萬
圓
、
露
の
に
11
三
萬
図
心
給
ぜ
ら
れ
み
こ
ぐ、
に
な

っ
た
。
叉
濁
漁
膚
駐

劃
す

ろ
者

に
ば
二
萬
五
千
圓

、
伊
國

に
駐
剤

マ

ろ
着

陣
に
二
萬
二
千
圓

た
給

ぜ
ら
れ
て
居
っ
た
の
が
.
猫
の
に
ば
三
萬
五
千
圓

、
伊
の
に
ば
三
萬
圓

、
懊

〔公
使

に
下
る
)
の
に
ば
二
萬
五
千
圓

む

む

な
給
ぜ
ら
れ

る
こ
ご
、
な

っ
た
。
之
を
公
使
に
就
て
い

へ
ば
、
從
來
瑞
西
、
白
、
蘭

、
伯

、
摺
に
融
剤

す
ろ
者

に

　
萬
四

千
図
、
西
、
瑞
典
、
亜
に

駐
罰
す
る
者

に

「
萬
七
千
圓
・
支
、
墨
に
駐
剤
す

ろ
者
に

一
萬

二
千
圓

、
遙
に
駐

削
す
ろ
者

に

一
萬
圓
か
給
し

て
居

っ
た
が
。
今
回
、
瑞
酉

白
、

蘭

、
瑞
典

、
波
Y
希

、
西
-
伯

に
融
剤
す

ろ
者

に
二
萬
二
千
圓

、
亜
F
駐

剤
す
る
者

に
二
萬
五
千
圓
、
支

に
駐
劃
す
ゐ
者

に
二
萬
圓

、
墨
、
智

に
駐

　

　

　

翻
す

ろ
者

に

一
再
ム

颪

-
逞

に
駐
劃
す

ろ
者

に

一
萬
五
千
圓
な
給
す
ろ
、
ぎ

に
な

つ
な

之
掴
総
領
事

に
観

て
い

へ
嘆

縫
來
倫
敦

紐
育
、
莫

斯

科

・

ホ

/

ル

・
に
駐

在
す

ろ
者

に
八
千

圓

、
漢
墨

、
桑
港

、
オ

ッ
「タ

P
の
に
七

千

五
百
圓

、

ツ
ド

二
一
の

に

七
千
圓

、

カ

ル
カ

ソ

タ
の

に
六
千

八

百

圓

・
浦
蟹

の

ド
六

千
圓

、
哈

爾
賓

の

に
五

千
五

百
圓

、

歩

ン
パ

ゥ

ロ
.の

ド
五
千

三
百
圓

、
間

島

、
奉

天
、

天
津

、

上
海

、
演

目
、

成
都

、
廣

東

、

香

港

の

に
五

千
圓

な
給

し

て
厨

っ
λ」トが
。

今
回

、

綴
音

に
脱

衣

す

ろ
者

に

に
即

}
萬

五
千
圓

、
乙

、
萬

三
千
圓

、
.桑

港

の

に
11

、
甲

=
禺
四

千
圓

、

時

論

堆
俸

の
研

究

第

十

二
奮

(第

六

號

七

一
)

八

八
九

駐

'



9

●

づ

.

時

論

膚
俸
の
研
究

第
+
二
巻

(
第
六
號

七
二
)

八
九
Q

乙

一
萬

二
千
圓
、
倫
敦

、
漢
墜

、
莫
斯
科
、
ホ
ノ
ル

・
、

シ
ド

ニ
ー
、
ヵ
ッ
タ
ワ
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
に
に
、
甲

一
萬

二
千
圓
、
乙

一
萬

圓
、
上
海
、

奉
天
の
に
に

、
甲

一
萬

　
千
圓

、
乙
九
千
圓

一
浦
鯉
、
哈
爾
賓

、
新
嘉
坡

、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
に
に
、
甲

「
萬
圓
、
乙
八
千
圓
・
天
津
、
漢
目
、

マ
ニ

ラ

の
に
に
、
甲
九
千
圓
、
乙
八
千
圓

、
香
港

、
廣
東
、
濟
南
、
バ
ラ
ゲ
イ
ァ
の
に
に

、
甲
八
千
五
百
圓

、
乙
七
千
五
百
圓
、
吉
林
-
間
島
・
成
都

・

輻
州
の
に
は
甲
七
千
興

乙
六
千
圓
な
給
す
る
こ
こ
・
な
つ
奄

要

す

る

に

世

界

大

戦

以

來

任

地

の

状

況

や

外

交

上

の

重

さ

の

愛

じ

た

の

に
俘

て

、

加

俸

を

整

理

し

た

の

み

な

ら

す

、

大

髄

か

ら

い
ふ

ε

四

五

割

も

加

俸

を

増

し

て

み

る

。

む

む

ほ

む

む

む

ロ

交
官
の
殖
民
地
在
勤
加
俸
は
朝
鮮
藁
灘
樺
太
關
東
州
青
島
に
任
せ
ら
れ
た
る
官
吏
に
給
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が

其
加
階
綬
脚
恥
伽
陰
欝
か
か
榊
創
空
ボ
か
肥
で
か
か
、
其
射
創
欝
欝
飛
研
か
舞
ク
か
厨
鋭
卿
か
か
の」ぴ
・
恥
常
が

コ

　

や

し

ち

コ

カ

も

も

　

へ

も

へ

も

も

ら

ロ

リ

も

ヘ

ヘ

へ

増
し
た
丈
け
そ
れ
丈
け
加
俸
の
額
は
増
す
こ
ε
に
な
る
。
即
ち
朝
鮮
皇
澱
樺
太
關
東
州
に
就
て
い
へ
ば
、
縛
督
長

官
は
本
俸
の
十
分
の
五
、
其
他

空
尉同
等
官
、
試
補
及
司
法
宵
、
試
補
に
は
本
俸

の
十
分
の
五
以
内
、
判
任
官

に
は

本
俸
の
十
分
の
八
以
内
に
倣
て
加
俸
を
給
も
、
英
領
は
本
属
長
官
が
之
を
定

め
る
、
但
し
試
補
"
司
法
官
試
補
、

六
級
俸
以
下
の
判
任
官
及
び
見
習
の
加
俸

は
七
十
圓
迄
を
給
す
る
こ
ε
が
出
來
宥
こ
蓬
に
な
っ
て
み
る
。
青
島
守

備
軍
民
歌
部
職
口貝
の
加
傳
は
筒
等
官

に
あ
り
て
は
、
本
俸
の
十
分
の
四
、
剰
任
官
に
あ
り
て
は
、
本
俸
の
十
分
の

六
ε
な

っ
て
み
る
。

ラ
　
　
　
り
り
り
　

俘
武
官

の
任
地
加
俸
は
外
麺
在
勤
加
俸
殖
民
地
在
勤
加
俸
に
止
ま
ら
す
内
地
在
勤
加
俸
を
も
存
し
て
み
る
、
内
地

在
勤
加
俸
は
北
海
道
在
勤
加
俸
に
外
な
ら
阻
。
.

,



.

武
官
の
外
囲
在
勤
加
俸
は
左
の
如
し
、
醤
規
定
は
括
弧
を
以
て
示
す
。

嘉

隻
灘鎌

大
使
館
公
使
館
付
武
官

補

佐

嘗

駐

在

。 。 軍 鱒 箸
軍 軍

尉 佐 尉 佐 鴫

盲 官 官 盲 官

海
軍
特
務
士
官
准
士
官

英

米

齢
露

円
、

円

這

、0
0
0
二
〇
、Oロ
O
)

一〇
、0
8

〔
岨
δ
8

)

力
二
吾

〔
六
、
一
8
)

㌣
E
8

幽ハ、望

〇

六
、
0
0
0
〔

四
、
0
0
0
)

蜀
奨
(蘭
丁
瑞
典
)

ロ

　

一
冒「
E
O
O
(湘
δ
O
ロ
)

聖

君五
尺
六
、五
8
)

(
、
豊
0
盆

君
8

)

山(吾
吾

六
、耳
8

畦
、二
五
長
尾
、就
8

)

伊
　

　

ご
「δ
O
O
(〈
δ
0
ε

カ
、葺
0
(宥
£
O
e

(
、慧

0
(曙
苫

0)

餐

藍

〇

六
、
　8

試
、
二
証
ロ
(
ユ
、
穴
0
0
)

支　

　

誓

壱
0
〔
四
君
八0
)

四
、0
8

(二
、ゼ
O
O
)

モ
杏

O
〔二
、四
〇〇
)

三
、
六
〇
〇
(
[「
、四
〇
〇
)

陸
軍
武
官
の
外
國
駐
在

在
勤
俸

に
公
使
館
付
武
官

の
在
勤
俸
以
内
ご
す
ろ
こ
ミ
に
な

っ
て
み

ろ
。

リ

ロ

も

も

コ

セ

あ

へ

り

　

も

う

で

ヤ

も

も

カ

あ

も

も

ヤ

エ

も

ヘ

カ

コ

も

.

右̀
表
に
依

っ
て
之
を
蜆
れ
催
、
武
官
の
外
国
在
勤
加
俸
は
大
膿
五
割
の
増
給
ε
な

っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

陸
軍
武
官
で
支
那
に
駐
在
す
る
者
は
満
洲
朝
鮮
に
駐
在
す
る
者
ε
大

に
其
事
惰
を
異
に
せ
な

い
か
ら
、
駐
支
加

俸

孟
殖
民
地
在
勤
加
俸
.ε
を
比
較
し
て
見

る
要
が
あ
る
、
術
北
海
道
在
勤
加
俸
を
も
対
照
す

る
こ
ざ
》
す
る
嘗
規

定
に
依
る
加
俸
は
括
弧
内

に
之
を
示
す
。

、

中 大 少 中 大

時

論 佐 佐 照 照 將

陸

荊

那

軍

ト

滞
洲

朝

鮮
蔓

濁

　

　

一一童

、E
O
〔蓋
巴

}
究

遠
ロ
(
=
　=

一豊

、吾

(
斐

)

冒

O
盆
0
〔
六
琶

.

(
一
、
0
0
(
E
四
}

(月

給

)

町

円

景
雲
、五
〇
(一
軋ゼ
}
.

一嵩

δ
O
(=
八
)

茜
(
、凹
0
(
湘
力
)

滑
俸

の
研

究

り

北

海

泄

.

円
一

老

、吾

】一五
、8

舌

δ
〇

一誓
8

海

軍

へ日

給
)

エ

　

　

ト

　

　
　
　
メ

塁

濁

朝
鮮

關

頁
州

樺
太

南

洋

群
島

円

円

五
、
瓦
00
(=て
七
〇
∀

1
　

周
δ
置
0
(「て
君
O
)

誓

一〇

ま
、竪

O
〔二
、蔦
e

弐
、
】百

二、内
蓋

〔
一、
髪
)

.

五
、耳
0

、

昌
、
一
〇〇
Ω
、
四〇
)

四
、
護

第

十

二
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六

號

七
三
)

八

九

一

ド
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少大少

時

論

滑
俸
の
研
究

佐

三
四
、乱
o
(
会
)

尉 肘 掛{一

等;等 等 等 等

兀
一
、丑
O
(

六
一
)

八
蔦
、五
〇
(
五
七
)

莫

、
O
D
.(
垂

)

ゼ
O
、
五
〇
(
四
如
)

六
四
δ

0
(
四
一】【
)

プ
皿
、
0
0
(
四
二
)

此
表

に
依
て
之
を
蜆

る
ε
き
は
、

O

O

O

O

突

、O
O
〔
闘
)

醤

、8

〔
　
…
一六
)}

男

置
尺

四五
δ
O
;

0
)

元

δ
O
〔
二虫
)
}

一.
　六δ

0
(
二四
)

茜

、E
O
〔
量

)

、

、

、

、

第

十
二
巻

(第

六
號

七

閥

)

入
九

二

一五
δ
O

一、五
8

二
δ
O
)

『「、8

カ
、吾

〈
δ
口

口
δ

O

、

、

一
、
=
冠
(

媛
百

八
、
一五

(

五
五
)

、 六

・ 藍

、 一一
五

、 〉

「三

〇

一
、
盟

、

、

、

、

、

b

、

、

、

、

b

、

、

、

、

、

、

是
等
の
在
勤
加
俸
は
五
割
の
増
給
ε
な

っ
て
居
る
も
の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
漁

一
般
職
務
加
俸
ε
勤
務
加
俸

ご
を
分
け
る
、

一
般
職
務
加
俸
に
は
陸
軍

.
通
津
官
加
俸
、
技
術
加
俸
が
あ
り
、
.勤
務
加
俸
に
は
航
室
手
當
、:

、 、

、0

三
.
.職
務
加
俸
は
武
官

に
就
て
云

へ
ば
、

の
隊
.長
加
俸
、
准
士
官
下
士
卒
の
憲
兵
加
俸

航
海
加
俸
が
あ
る
。
今
其
増
齢
の
大
要
を
述
ぶ
れ
ば
左
の
如
.し
。

馨

慰

に
聯
隊
長
叉
紬

立
隊
長
の
職
に
在
る
佐
雷

撃

る
あ

で
あ
県

、
從
餐

隊
長
接

て
月
額
二
+
鯉

、
+
五
圓
・、あ
っ
た
。
A.同

月

唄
二
十
圓

以
丙
達
し
六
。
憲

五
八加
俸
は
憲
兵
准
士
官
下
士
上
等
兵
に
給
す
ろ
も
の
で
、
從
來
月
額
五
圓
な
り
し
も

の
が
大
圏
ぐ旨
な

っ
た
。

ヘ

レ

い

セ

通
謀
加
俸
も
亦
憲

兵
准
士
官
下
士
上
等
兵
で
通
謀
ご
命
ぜ
ら
れ
た
者

に
給

す
う
も
の
で
、
月
額
ば
五
圓
四
阿

三
圓
二
圓
で

あ
ろ
。

総

加
幽
域
上
等
諸
工
長
餐

補
・
一
二
=一等
諸
工
員
.
樂
モ

攣

補
に
繋

る
加
俸
で
-
其
月
額
は
従
来

一風
二
圓
三
隅

圓
督

し
あ

が

三
圓
四
圓
五
圓
六
圓
に
改
め
ら
れ
大
。

,

カ
ら
も
セ

し

航
空
手
當
に
軍
用
の
航
空
機

に
搭
乗
し
て
航
空
勤
務
叉
ば
航
空
演
習
に
従
事
す
ろ
陸
海
軍
人
軍
隔

に
給
す

ろ
加
俸
で
、
其
額
は
左

の
如
し
。

月

額

同

額

陸

軍
..
.

海
.

軍

職

嶽

職

翻

蜘

副

審

盲
動

菱

宣

劉

麹

菌

劇

務
春

樹

等
春

岡
待
勤

四。円

言
.

艶

さ

『



・

O

准
士
官

暑

土
穿

隻

宣

等

候
璽

、
笙

寡

髪

官

奪

.

.

・　

三

.「、四
〇

一
、言
.

下
士
官
、
判
任
交
官

二
等
以
下
州
任
官
待
遇
者

言

八

一
、宍
0

八
0

下
士
、
判
任
交
官
二
等

口
下
馴
任
ダ
官
待
遇
者

兵
卒
・
賢

・
傭
人
・
職
工

曇

蟹

、
傭
人
、
職
工

八

四

一、8

E。

右
雷

晶

甲
樫

羅

に
の
み
笹

設
け
・
襲

・
あ

で
あ
・
・
孟

奨

菅

嬉

設
計
・
航
空
機
・
楽

し
又
ば
特
に
農

.、認
め
ざ
る

航
影

藤

に
舞

す
ろ
君

津

・
あ

君

・
・
所
で
蜷

・
捨
て
髭

・
如
亮

金

辱

旨

額
・
+
割
以
内
藩

給
す
ろ
、
.、訟

來

.

ろ
こ
曾
に
な
っ
て
ゐ
う
か
ら
.、
結
果
に
於
て
に
大

差
な

い
。

墾

加
穫

規

定
接

・
飛

行
響

籐

・・
接

藍

型

、
讐

堕

し
晶

三
響

-
拭
二
舞

盤
,
ろ
一

下
っ
て
、
下
士
、
程

官

醤

じ
日
墾

+
鍍
三
+
祭

撃

ゐ
…

・妥

・
て
豊

控

書

禦

低
糎

就
・
・
へ
ば
、
墾

加
俸
は
三
潔

&
り
+
割
呈

の
露

ぐ
」
な

つ

ガ
、
み

ろ

ぐ
」
課謂
ふ

噛
冨
ぐ
L
.が

出

來

ろ
。

郷

欝

経

役
蕪

の
乗
員
芝

露

す
ろ
あ

で
碧

・
・
栽

響

磐

依
・
糞

・
、
蓋

海
芽

掻

嚢

る
、
例
へ
懸

隊
黒

髭

異

る
大
將
窪

く
ろ
加
俺

内
諾

岸
航
醤

於
・
管

領
三
図
Q
三
蓋

讐

規

定

面

五
+
鐘

で
、
請

地
量

る
・
從
っ
て
嘉

嬉

荒

、
警

葎

三
+
度
以
西

覆

七
+
慶
典
再

於
…

晶

+
入
園
七
+
張
銭
〔規

定
+
三
園
五
+
銭
)・
・
が
如
し
、
除
り
擁

し
け

れ
姦

に
肇
,
ろ
・
兎
に
角

霧

欝

蓋

弾
除

駿

・壌

藩

か
。
.
.
.

し

ラ三

旅

費

の

改

正

く

舞

ぼ
之
を
外
囲
馨

ε
内
国
放
書

に
分
け
る
、
外
囲
舞

は
、
何
等
改
正
せ
ら
れ
"。
所
も
な
か
っ
た
し
、

器

左
稚
塁

薯

・
遠

島

か
ら
暫

之
を
論
欝

、
慰

霧

量

っ
て
は
葉

叢

の
的
ε
。
つ
て
居

っ
た
・
余
も
嘗
て
官
吏
の
待
響

準

・
に
際
し
、
官
吏
は
出
張
を
命
替

る
Σ
毎
・
、
其
舞

に
歪

を
生
じ
、

麗

器

せ
ら
を

毎
・
馨

昊

歪

・
袈

・
骨

、
無

毒

の
罰
俸
を
受
け
て
居
る
謝

で
あ
み
ε

旧̀

跡

論

馨

の
研
究

鎮
†
二
巻

(第
六
就

圭

)

.

.
八
九
三

㌔

,



'

時

論

博
俸
の
研
究

第
+
二
巻

(第
六
脇

士
C

八
九
四
.

つ
た

こ
ご
が
あ

る
、
足

れ
族
費

が
少

き
に
過

ぎ
た
爲

め
で
る

る
。

、

内
國
菰
費
は
鐵
道
賃
、
船
賃

車
馬
賃
、
日
常
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
よ
り
成
り
、
親
任
勅
任
奏
任
判
任
の
四
等

級

に
從
て

一
定
の
額
を
給
す

る
、
但
し
奏
任
ご
羽
任

蓬
は
更
に
各

二
級

に
分
れ
る
、
街
赴
任
の
場
合

に
は
別
に
赴

コ

ユ

任
手
當
、
移
薦
料
、
家
族
移
韓
料
を
給
す
、る
の
で
あ
る
。

鐵
道
曾
{及
船
賃
は
從
來
二

四
若
く
は

　
海
里
に
付
き
幾
銭
で
あ

る
ε
い
ふ
風
に
定

め
て
め
っ
た
が
、
今
回
の
改

正
規
則
は
、
大
賊
大
臣
の
定
む
る
所

に
從
ひ
實
際
料
金
に
依
る
こ
ド
ぎ

し
た
。
(丙
國
族
費
規
則
二
條
)
而
し
て
大
賊
大

臣
は
、
.鐵
道
賃
は
旅
客
運
賃

(通
行
税
を
含
む
)
及
び
急
行
料
金

に
依
て
之
を
計
算

し
、
船
賃
は
旅
客
運
賃

(通

行
税
、
艀
船
賃
、
穫
橋
料
、
寝
毫
桝
、
別
に
食
費
を
要
す

る
ε
き
は
夕
食
朝
食
に
謝
す
る
所
定
の
料
金
を
含
む
)

及
び
馨

料
金
掻

・
計
算
す
べ
き
・
茎

奮

た
・
是
が
啓

響

斜

窪

欝

騨

藩

黙

C
穿

ダ

、
励
史
彿
酔
か
か

こ
$

か
い
、
健
脚
⑳
妙
e
励
糎
禾
野
分
い
⑳
で
恥
い
卵
黙

野
際
P
酔
忠
が
換
φ
を
敬
愛

齢

、
掌

い
%
奪

賃
序

嵐

鉾

残

簿

料
拶

轄
料
は
左
の
標
警

依
て
之
を
定
め
る
・
(認

褒

規
則
二
條
)

蕾
規
則

に
依
る
定
額
は
括
孤
を
以
て
之
を
示
し
以
て
如
何

に
改
正
せ
ら
れ
た
か
を
見
や
う
ご
思
ふ
。

官

等

階

級

青

墨

裡

宿
泊
料
霰

・

當
一砺

食
竃

[腋

秘

韓

料

親

任

轟

(§

」
咽̂三

　
・8
)

ご
「刑三

隅.§

西田三

「「90.)

ζ

}

丙

。
§

勅

任

、
【、二
〇

(四
〇
)

　】「.8

£
・E
e

(
・吾

(
マ
五
9

耳
・吾

二
心
0
)

三
己
以
内

(
七
〇
)

1)前 掲拙論

◎



「

,

奏

・
{韓

襟

筋ロ.
　
。.W

　
o.塁

一塾

琳鐘

墓

W

　
舐.・
壽

…

　
.o羅

垂

・

任
{藤
讐

能
登
W

・
墓

M至

嘉

簾

W

　品
.。
　
誕

露

醜
鍵

、

北
淡
は
主

ご
し
て
丈
官
に
適
は
め
る
の
で
あ
る
が
、
陸
軍
武
官
の
赴
任
出
張
瞥
外
者
蹄
郷
族
費
は
亦
之
ε
全
く

同
じ
。

も

や

ち

も

り

や

め

ヤ
　

ぬ

へ

改

正
規
則

K
依

る
定
額

は
、
醤

規
則

に
依

る
定
額

よ
り
も
著

し
く
増

さ
れ

、
車
馬
賃

、
宿
泊
料

.
日

當
、
移

韓

も

マ

ロ

ロ

セ

う

ヒ
セ
も

　

も
　

ら

カ

た

ロ

も

い

マ

　

し

へ

り

つ

ヵ

カ

も

カ

も

ヘ

へ

も

へ

も

ヤ

へ

あ

や

も

コ

も

じ

カ

料
は
大
磯
三
倍

ε
な

b
、
食
卓
料

は
二
倍

張

だ
な

っ
て
み
る
。

か
う
な

る
己
、
改
正
前

に
族
嬰

の
不
足
す

る
も

の

「干
婁

瀞
射
罫

ゲ
で
畳

か
渥

い
・
耽
早
船
砂
郭

罫

黙

罫

舘

嬢

罫

鋭
デ
・
盈
窪

弗
常

し

も

コ

も

し

ロ

へ

せ

も

カ

も

も

ヤ

も

も

ゑ

な

る
改
善

で
め

る
ε
謂
は

ね
ば
な

ら
ぬ
。
.

三

増

俸

の

批

判

以
上
述

ぶ
る
所

に
依
て
之
を
観
る
ε
、
本
俸
七
千
五
百
圓
以
上
に
射
し
て
は
、
増
俸
な
く
、
本
俸
七
千
圓
以
下

に
劃
し
て
増
俸
が
行
は
れ
、
増
俸
俸
割
合
は
本
俸
の
額
の
下
る
に
從
て
段
々
に
増
し
て
行

き
、
親
任
官

に
あ
り
て

は
》
三
割
迄

に
、
勅
任
官
に
あ
り
て
は
、
五
割
迄
に
、
奏
任
官

に
あ
り
て
は
、
八
割
迄
に
、
割
任
官
に
あ
b
て
は

十
割
迄

に
進

ん
で
み
る
。
是
が
故

に
増
俸
は
上
に
薄
く
し
下
に
厚
ぐ
す

る
ε
い
ふ
方
針
で
實
行
せ
ら
れ
た
も
の
亡

謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叉
加
俸
に
就
て
考

ふ
る
ε
、
大
禮
五
割
の
増
給
で
あ
る
、
只
職
務
加
俸
の
中

に
あ
転
て
は
從

時

論

滑
俸
の
研
究
」

第
十
二
巻

(第
六
號

七
七
)

八
九
五

'



一 ■.一一

時

論

滑
俸
の
研
舞

錐
+
二
巻

(塾

ハ
號

七
八
)

八
九
六

來

の
最

低
加
俸

に
黝
し
十
割

以
上

の
増

給

に
な
.っ
で
.み
る
も

の
も

あ

る
。

此

の
如

一
増
俸
は
飽
く
迄
上

に
薄
く
下
に
厚

く
す

る
方

針

に
依

て
實
行

せ
射

れ
π

の
で
め

る
が
、
俸
給
費

の
全

艦

か
ら

観
察
す

る
ε
、
季
均
七

割
飴

の
増
俸

ε
な

る

の
で
あ

る
。

ロ

む

む

む

む

む

む

む

　

り

つ

つ

コ

　

つ
ら

　

つ

　

　

ロ

　

　

む

、
今
回
の
増
俸
は
平
均
七
割
鯨
で
あ
る
ε
し
て
、
借
之
が
爲
め
に
.官
吏
は
生
活
の
安
固
を
保
障
せ
ら
れ
て
る
る
か

　

　

否

か
ε

」
ふ
問
題
が
起
て
来
る
。

ラ一

増
俸

の
程
度
に
閲
す
る
挽
割

(

一
鵤
俸
給
は
官
吏
の
生
活

の
安
固
を
保
障
す
る
の
を
趣
旨
ご
す

る
、
俸
給
に
し
て
官
吏

の
生
活
の
安
固
を
保
瞳

.す

る
に
足
ら
の
冠
き
は
、
名
は
俸
給
で
あ

っ
て
も
、
寳
は
俸
給
の
用
を
な
掻
ぬ
も
の
ざ
な
る
の
で
あ
る
、
何
ε
な

れ
ば
官
吏
は
俸
給
の
不
足
を
補
ふ
薦
め
に
心
を
も
苦

め
身
を
も
役

せ
ね
ば
な
ら

狙
こ
ε
、
な
り
.
到
底

一
身
を
捧

げ
て
國
家
の
公
の
み
に
奉
ず

る
こ
ε
が
出
來
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
所
で
生
活
が
安
全
で
め
る
か
、
生
活
が
脅

か
さ
れ
る
か
は
、
俸
給
ε
し
て
與

へ
ら

る
べ
き
貨
幣
が
如
何
な
る
購
買
力
を
有
す
る
か
に
依
て
解
決
を
異
に
す

べ

き
で
あ
る
、
而
し
て
貨
幣
の
購
買
力
は
物
贋
に
於
て
之
を
徴
す
る
よ
り
外
な

い
、
是
が
故

に
余
輩
は
増
俸
の
程
度

を
決
す

る
に
は
物
債
の
水
竿
線
が
如
何
に
な

っ
て
み
る
か
を
見
ね
ば
な
ら
隙
。

日
本
銀
存
の
調
査

に
依

る
に
、
大
正
元
年
以
來
'の
物
櫃
指
敷
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

(
明
治
三
十
三
年
十
月
分

を
.
一
〇
Q
`
し
て
算
潤
す
)
.

`

,
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月
.

三
〕

;
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三
(

二
三

一
六
残

量

二

二
蓋

四
一四

一一
老

三
月

一　=
一冨三.

=
八

一孟

.

一涯

一
…、
.
七

]一
.
.
[八

一=
な

四
電

量

二

四
月;

三
一
.
一

三
一言三

七

一五
」【

一蛭
二
圏
[=

具
超

克
七

五
丹…一一

…
=

三
厄

三
く

一話

.

一
八
ニ

茜

一…

壱

ハ

『莞

.

大
月

一
　=

三

戯
三
七

一
宅

、
一
九
〇

二
四
五

莞
五

百三
七

七

月
.

;
三

」
.
一
　〇

三
五

三
五

.

一
溜

二
〇
宍

=垂三
力

三
】六

人

用
.

一三一
一一一〇

三
層

一
一
一
六
.

一
三

一一三
柔
届

　「一酉
三
=

九

月
「
三
〇

一
計三

三

湘

、
一
[…六

一
葦

三

四

一
.茜

冒
.[一三

冨
一〇閏

+

月一冒三
三
二

二
.#

一
.二
石

一悪三

四
…天
O

蓋

　

一死
(

+

一
月三

　
一
旦三

一
三

一
　三

一六
(

三

;

】[大
暑

〇

二
聖

+

二
見三

四
一
三

=
湘

一巴一七
二

三

六
二
着

。

コ天
二

.

二
三

此
表
で
観
る
複

戦
前
の
黎

綴

は
、
ザ
ζ

三

〇
位
寛

奇

い
。
そ
・
・
葦

登

い
て
、
暑

の

勅

償
指
警

菅

接

す

§

、
省

の
物
鰹

戦
前
の
黎

に
約
二
錯
・
て
居
・
爵

寇
す
・
を

が
出
來

る
・
叉
之
を
籍

の
改
正
せ
ら
れ
た
・
醤

ち
大
正
九
年
八
九
月
の
頃
に
瞥

・
農

巌

に
.此
零

・る
・
.
其

嘗

の
物
騒

戦
前
の
物
轡

約
二
軍

・
て
居
・
巻

…

.
砦

如
転

繋

辞

雲

霧

e
ば
蕎

も

ヤ

へ

あ

へ

も

ゆ

も

も

エ

へ

も

コ

カ

ぬ

コ

も

も

無

穿

、る
箏

寒

寒

戦

旗

、
露

験

8

獣

倍
量

寒

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ε
謂
は
ね

寒

冬

貯
慰

融

審

跡

霞

器

蕎

で
勢

.終

⑳
審

審

弥

塗

罫

磐

e
咲
一倍

掌

零

雰

か
硲

雰

ひ
・
蕃

路

界

い
馨

轄

だ
響

籍

啓

慰

が
聖

俗

ゲ
把
.
を

撃

躍

慰

霧

毬

罫

饗

謬

㎞・を
瞥

奮

い
お

詳

謬

富

裕

.

腓

論

馨

の
研
究

第
†
恋

露

六
競

売

〉

八
九
七
.

`



,

畦

論

滑
俸
の
研
究

、
.

第
「
二
巻

〔第
六
號

八
O
)

八
九
八

頃
此
の
如
《
断
ず
な
ご
、
人
或
は
之
に
答

へ
て
日
ふ
で
ゐ
ら
う
、

今
日

の

物
償
は

荷
下

落
し
つ
、
め
る
の
で
あ

み
」
早
晩
戦
前
の
物
償
よ
与
も
五
割
高
の
所

に
至
て
止
ま
る
に
相
違
な

い
、
増
僚
を
五
割
若
ぐ
は
七
割
の
程
度
に

北

曲
尭
の
は
の
戦
後
に
於
け
る
比
物
償
の
水
牛
線
を
豫
見
し
た
る
矯
め
に
外
な
ら
阻
ε
。
辯
護
説

ε
し
て
は
最
も

巧
妙
な
み
も
の
で
あ
る
が
、
只
何
故

に
戦
後
に
於
け
る
物
贋
の
水
干
線
を
戦
前
の
物
償
の
五
割
与

る
の
か
の
理

由

量

っ
て
は
、
之
を
解
す

る
こ
ε
が
出
講

。
固

よ
り
余
輩
ご
讐

・
も
、
今
月
我
国
の
物
贋
が
下
落
の
道
程
に

あ
る
こ
ご
は
之
を
認

め
る
、
併
し
乍
ら

一
般
物
償
は
樹
下
落
す
る
ε
見

て
も
、
住
宅
其
他
生
活
必
需
品
に
關
す

る

筋

隈
が
之
ε
並
行
し
て
下
落
す

る
も
の
ぜ
断
定
す
る
こ
ご
が
出
原
訟
。
硯
に
大
都
に
於
け
る
借
家
賃

の
如
き
は
下

落
せ
な

い
で
、
却
て
騰
貴

し
て
は
み
な
い
か
ε
思
は
れ
る
、
さ
ヶ
す

る
`
大
商
品
の
贋
格
が
下
落

し
て

一
般
物
贋

の
指
警

下
し
て
も
、
賢
吏
の
生
活
は
之
に
俘
て
容
易
一
な

っ
て
來
な
い
で
あ
ら
ゾ'
・
卿
享

餐

駅

留

鴨

廿
罰
⑳
酔
倒
脚
か
か
惣
酔
駅

・い
、
轡
虫
⑳
地
位
臨
戦
静
お
い
い
ト
ツ
で
於
か
駅

。
ク
で
い
酔
い
℃
澄
浄
か
㍗
い

や

ヤ

モ

セ

の
で
あ

る
。

・

ラニ

増

俸

の
均
衡
殊

に
下
級

官
吏

に
…封
ず

る
増
俸

く

.

以
上
踏

俸
・
關
す
る
疲

的
馨

で
碧

が
、
更
邉

み
て
、
冨

蕃

輝

禦

移

籍

響

露

で

　

む

ほ

む

り

居

る
か
否

か
、
を
検

し

て
見

ね
ば
な
ら

阻
甑

,

細
俸

の
方
針

ε
し
て
、
上

に
薄

く
下
,
に
厚

く
し
た

の
は

、
大
艦

に
當
を
得

て
み
る
、
之

を
批
難

す

ろ
こ
ε
が
出



來

阻
。
其
内
閤
総

理
大
臣

、
各

省
大

臣

、
朝
鮮
総
督

、
毫

潟
総

督
、
關

東
長
官

、
国
勢
院

総
裁
、

親

仕
判
事
及
び

海
陸
軍
犬
將

が
、
濁

り
増
俸

の
恩
典

に
浴

せ
な

か

っ
た
の
は
、
當
局
者

が
多
少
滝
慮

し
た
爲

め
で
あ
ら

う
が
、
併

し
粛
偉

し
た

ξ
て
決

し
て
不
合

理
で
は
な

か

っ
π

の
e
あ

る
、
但

し
増
俸

し

て
も
共

割
合

は
極

め
て
少
く

せ
な

け

れ
ば
な

ら
な

か

っ
た
で
あ

ら
う

。

む

む

む

　

　

　

む

さ

　

　

む

む

　

む

む

む

　

女
官

ε
武
官
の
間
に
於
け
る
俸
給
の
均
衡
は
、
過
去

に
於
て
十

分
に
保
た
れ
て
み
な
か
つ
π
、
今
回
の
俸
給
令

改
正
に
際
し
多
少
相
接
近
し
て
來
た
の
は
よ
い
事
で
あ
る
ε
謂
は
ね
ば
な
む

鳳
、
こ
は
蕾

に
交
武
官

の
問
に
於
け

コ

コ

ロ

セ

ら

ら

リ

ヤ

ロ

カ

た

し

マ

る
の
み
な
ら
す
、
陸
軍
武
官
巴
海
軍
武
官
ざ
の
間

に
於
て
も

い
ふ
こ
ε
が
出
来
る
、
即
ち
陸
海
軍
の
間

に
於
け
る

俸
給
の
均
衡
は
從
來
保
た
れ
て
み
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
俸
給
彙
改
正
に
際

し
大
分
同
じ
様
に
な

っ
て
来
た
も
の

が
あ
る
、
是
れ
亦
當
を
得

た
も

の
ε
論
評
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
併
し
未

だ
徹
底
的
に
行
は
れ
て
る
る
ご
は
云
は
れ

む

む

む

む

む

む

　

の
、
其
余
輩

の
最
も
浪
憾

蓬
す

る
所

は
、
例
任

枯

の
待
遇

が
、
女
武
官

の
聞

に
於

て
異

る
の
み
な
ら
す
、
、
陸

海
軍

の
間

に
於
て
異

る
ご

い
ふ

こ
ε
で
あ
る
。

も

し

も

ヤ

も

先
づ
増
俸

の
割
合
に
就
て
い
へ
ば
、
判
任
交
官
に
於
て
は
、
其
第
十

一
級

に
励
す

る
月
額
二
十
圓
を
得
る
者
が

十
割
の
壇
俸

を
得

だ
る
の
み
で
、
他
は
八
割
以
下
の
増
俸
を
得
π
る
に
止
ま

る
。
然
る
に
海
軍
下
士
は
十

一
割
十

二
割
の
増
俸
を
得
π
も
の
も
少
く
な

い
、
陸
軍
下
士
に
至
て
は
増
俸
の
割
合
殊

に
高
く
、
下
士
の
特
外
居
他
者
の

・如
き
は
十
割
乃
至
十
五
割
の
増
俸
を
得
て
み
る
の
で
あ
る
。
弦

に
女
武
宮
の
間

に
於
け
る
増
俸
の
不
均
衡
を
暴
露
.

時

論

滑
俸
の
研
究

第
十
二
巻

(第
六
號

入
】
)

入
九
九

噂



.

'

巴

時

論

増
俸
の
研
究

.

第
十
二
巻

【第
六
號

八
二
)

九
〇
〇

-
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

吐
く
論
ず
る
ざ
、
人
或
は
増
俸
の
割
合
を
以
て
衣
武
官
俸
給
の
不
均
衡
を
論
断
す

る
に
足
ら
蹟
ε
反
駁
す

る
か

も
知
れ
澱
。
然
ら
ば
よ
ろ
し
い
、
余
は
實
敷
を
取
て
比
較

し
て
見
や
う
。
從
來
二
十
圓
の
月
俸
を
得
て
居

つ
だ
到

任
交
官
は
」
四
十
圓

の
月
俸
を
得
る
こ
ε
に
な

っ
た
が
、
嚢

に
十
九
圓

の
月
俸
を
得
た
b
し
軍
曹
は
四
十
五
圓
の

月
俸
を
得
る
こ
ε
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
又
從
來
二
十
五
圓
を
得
た
り
し
判
任
丈
官
は
四
十
五
圓
に
増
俸
せ
ら
れ

た
る
に
反
し
、
從
來
二
十
五
圓
五
十
銭

を
得
た
り
し
曹
長
は
、、
五
十
七
圓
に
増
俸
せ
ら
れ
π
の
で
あ
る
。
叉
從
來

三
十
圓
を
得
た
b
し
判
任
文
官
は
五
十
圓

を
得
る
に
止

ま
っ
て
み
る
の
に
、
曇

に
三
十
圓
を
得
た
b
し
曹
長
は
六

十
三
圓
を
得
る
こ
ご
N
な
b
、
叉
嚢
に
三
十
圓
を
得
た
り
し
海
軍
下
⊥
⊥
は
五
十
七
圓
を
得

る
こ
ご
＼
な

つ
π
の
で

み
る
。
同
じ
額
を
得
て
居

っ
た
も
の
に
は
同
じ
様

に
増
俸
し
て
遣

っ
て
貢

い
で
あ
ら
う
に
、
判
任
丈
官
に
薄
一
、

判
任
武
官

に
厚
一
な

っ
て
み
る
。
若
し
夫
れ
管
外

に
住
す
る
陸
軍
下
士
が
澤
山
に
生
活
費
を
要
す
る
こ
い
ふ
な
ら

ば
、
天
草
艦
内

に
多
く
の
時
日
を
費
す

べ
き
海
軍
下
⊥
⊥
が
大

に
生
活
費
を
要
す

る
ε
い
ふ
な
ら
ば
、
官
職

の
外
に

居
住
し
て
官
廉
に
通
勤
す

る
判
任
交
官
は
更
に
之
よ
り
も
多
く
の
生
活
費
を
要
す
る
こ
ε
を
許
さ
ね
ば
な
ら

諏
、

從
て
判
任
丈
官
に
は
密
丁ろ
判
任
武
官
よ
り
も
増
俸
の
牽
を
多
く
せ
ね
ば
な
ら

漁
巴
云
ふ
結
論
が
出

て
來
る
の
で
あ

る
、
如
何
に
し
て
も
、
判
任
交
官

の
増

、俸
拳
は
判
任
武
官

の
増
俸
牽
よ
b
少
(
て
よ
い
ε
云
ふ
結
論
は
出
て
來
な

い
の
で
あ
る
。
之
を
要
す

る
に
判
任
交
官

に
薄
し
し
τ
判
任
武
官
に
厚

い
の
は
、
断
じ
て
不
當
で
あ
る
ε
評
せ
ね

曽



,

ぱ

な

ら

澱

。

/

む

む

む

ロ

む

む

む

-
余
は
官
吏
問

の
比
較
繕
衡
論
を
止
め
て
次
に
、
下
級
官
吏
の
俸
給
に
就
て
之
を
絶
対
的

に
考

へ
、
そ
が
以
て
蟹

隈
の
生
活
を
支
ふ
る
に
足
り
て
居
る
か
否
か
を
吟
味
せ
ね
ば
な
ら

弧
。

余
は
嘗
て
官
吏
の
待
遇
を
論
じ
て
、
此
問
題

に
も
説
き
及
ぼ
し
、
判
任
官
の
生
活
費
は
少
く
ε
も
四
十
圓
に
見

積

ら
ね
ば
な
ら

の

こ
嘉

明

に
し

た

・
ε
が
あ

・
・。

・
は
下
宿

生
活

一

計
算

を
辛

た
も

の
で
あ
る
。
蓋

し
下

宿

生
活
を
な
す

に
し
て
も
、

一
ヶ
月

の
費

用
は
三
十

圓

に
上
ぼ

る
、
其
他
臨
時
費
を
季

均
し

て
月

割

に
加

へ
て
行

く

ε
、
月

々
四
十

圓

に
上

る
課

で
あ

る
、
固

よ
り
物

償
は
其
當
時

よ
り

も
多
少

低
下

し
て
居

る
に
相
違

は
い
け
れ

こ
も

、
下
宿
料

は
之

に
慮

じ
て
下
が

っ
て
居
ら

な

い
。

現

に
畢

生

の
大

都

に
遊

撃
す

る
も

の
を

見
て
も

、
そ
が
多

.

く
月

々
四
五
十

圓
を
費

し
て
み

る
ご

ε
を
知

る

の
で
あ

る
、
下
宿
生

活
を

し
て
筒

且

つ
四
十
圓

を
要
す

る
今

日
に

於

て
判

任
.官

に
僅

に
其

四
十

圓

を
與

ふ

る
こ

い
ふ
こ
ξ
は
、
以

て
其
判

任
官

の
生
活

を
保
障
す

る
も
の
ε

い
ふ
こ

ε
が
出
水

粗
。

・

む

　

　

以
上
は
剥
任
官

の

こ
ε
で
あ

る
が

、
奏
任
官

も
其

下
級

に
至
て
は
、
其
生
活

容
易
で
な

い
、
奏
任
官

π

る
以

上

は
下
宿
屋

に
呻
吟
す

る
鐸

に
行

か
諏
、
而
し
て
荷
く

も

一
戸

を
構

ふ
る
以
上
は
、
月

々
要
す

る
費

用
は
李

均
百
圓

r
を
下

お
こ
ε
が

な
い
で
あ
ら
う
。
然

る

に
奏
任
官

の
最

低
総
体
は
百
圓

で
み
り

、
或
は
九
十
圓

で
め
り
、
或
は
七

十
五
圓

で
み

る
。
暴

れ
亦
生
活

を
保

障
守

る
所

以
で

は
な

い
の
で

あ
る
。

,

時

論

滑
俸
の
研
究

第
†
二
巻

(第
六
號

八
三
)

九
〇
一

、

軌

1)本 誌 第 十巻 第 三 號416頁 一4[8頁

,

9.



'

時

論
.語
職
増
俸
の
研
究

第
†
二
巻

(第
六
號

も

セ

へ

も

で

も

も

も

も

も

も

り

あ

モ

も

へ

あ

あ

も

ヘ

へ

も

之
を
要
す
惹
に
、
官
吏
の
俸
給
は
増

さ
れ
た
が
、
不
幸
に
も
不
徹
底
に
終

へ
た
。

マ

ミ

で

　

し

モ

あ

も

も

ヨ

へ

も

ヵ

も

コ

へ

も

や

マ

ヤ

ん
ε
す

れ
ば
、
増
俸

を
再

び
せ
ね
ば
な
ち

組
の

で
あ

る
。

八
四

)

九

〇

二

・

カ

　

カ

リ

リ

も

も

ゆ

も

ヤ

へ

故
に
官
吏
の
生
活
を
保
障
せ

「
四

鯨

論

以
上
増
俸

を
論

じ
て
再

び
増
俸

を
せ
ね
ば

な
ら

ぬ

ε
い
ふ
結
論

に
達

し
π
が
、
實
際
再

び
増

俸

を
す

る
こ
ε
が

出
來

る
か
ど

い
ふ
ε
内
そ
は
頗

る
六

ケ
敷

い
相

談
で

あ
ら

う
ご
思
は

れ
る
、
蓋

し
我
国

の
財
政

は
段

々
困
難
を
告

.

げ

来

り
、
牧

人
は
左

程
増

さ
ゴ

る
に
反

し
て
経

費
は
益

々
膨

脹

し
て
已

ま
ざ

る

の
勢

を
示
す

に
至

っ
た
時
も
塒
、

増

俸

に
千

を
染

め
て
永
久

に
國

庫
を
墜
す

る
纒

資
を
激
増

せ
し
む

る
こ
ざ
は
財

政
家

た

る
も

の

＼
俄

に
賛

成
せ
な

い
所

で

め
る
か
ら

で
あ

る
。
藪

に
文
化

國

の
大

ヂ

レ
ソ

マ
が
存
す

る
の
で
あ
る
。

思
ふ

に
、
今

日
の
國
家

は
官
吏

に
依

て
政

を
行

ふ

て
る
る
、
官
吏

な
く
し

て
、
国
家

の
働

き
は
な

い
、
從

て
叉

ノ

官
吏
其

人
を
得

ざ
れ
ば
、
国
家
の
働
き

は
鈍

る
ε

い
は
ね
ば
な
ら

阻
、
果

し
て
然
ら
ば
、
国
家

は
輕
費

を
惜

ま
す

し

て
手

腕
あ

る
官
吏

を
迎

へ
ね
ば

な
ら

澱
、
此
く

し

て
増

俸
は
殆
ご
自

明
の
理

ご
な

り
、
何
人
も
異
議

を
挿

む

こ

ビ
が
出

来

諏
、
然

る
に
も
拘
ら
す

、
増
俸

は
財
政
難

の
爲

に
妨
げ

ら
れ

て
徹
底
的

に
行

ふ
こ
ご
が
出
家

楓
の
で
あ

る
。併

し
乍
ら
此

の
如

き
ヂ

レ
ソ

マ
ば
、
濁

り
我
国

に
於

て
之
を
見

る
の
み
な
ら
す

、
鰍
洲

諸
国

に
於

て
も
亦

之
を

口



,

見
る
の
で
あ
み
、
否
欧
洲
諸
国
に
於
て
ば
我
園
に
於
て
よ
り
も
檜
俸
が
更

に
絶
封
的
に
必
要
で
あ

っ
て
、
培
俸
が

コ

叉
更
に
絶
劃
的

に
不
可
能

で
あ
る
、
何
故
に
増
俸
が
絶
対
的
に
必
要
で
め
る
か
ご
云

ふ
に
、
彼
の
地
に
於
て
は
、

不
換
紙
幣
の
濫
鞍
、
其
他
の
理
由
で
貨
幣
償
値
が
更

に
大

に
下
落

し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
に
増
俸
が
絶
野

チ
　

に
不
可
能

で
あ
る

か
這
い
ふ
に
、
彼

の
地

に
於

て
は

戦
争

の
産
物

ご
し
て
豆
類

の
公
債

が
残

っ
て

み
て
、
そ
が
元

利

の
支

佛

の
矯

め
に
、
殆

ご
其

國

の
牧

入
を
喰

〔
仕

舞

ふ

か
ら

で
あ

る
、
こ
れ

が
職
洲

諸
国

の
悲

し
き
運
命

で
あ

る
。

'
欧
洲

諸
國

の
悲

し

い
運

命
を
見

て
之
を
我

國
に
比

較
す

る
ご
き
は
、
今
回

の
増
俸

の
如

き
も
、
猶
多

少
以

て
自
.

ら

慰
む

る
こ
ε
が
出
來
や

う
、
併

し
乍

ら
我

国
が
自

ら
大

に
興
ら

ん

ε
す

れ
ば

、
ヂ

レ
ン

マ
に
か

＼
り

て
安
ず

べ

き

で
な

い
、
第

一
に
は
、
再

び
増
俸
を
決
行
す

る
こ

ε
を
考

へ
ね

ば
な

ら
楓
,
第

二

に
は
、.
再
増
俸

が
容
易
で
な

い
ε
す

れ
ば
他

の
方

法

に
依

て
官
吏

の
生
活
を
安
固

に
す

る
こ
ε
を
考

へ
ね
民

な
ら

沌
、

そ
れ
に
は
住
宅
難

の
問

題
を
も
解
決

せ
ね
ば
な
ら

識
し
・
叉

生
活
必

需
品

に
劃
す

る
政
策

を
も

】
寇

せ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
此

一
し

℃
俸
給

の

問

題
は
轄

じ
て
肚

會
政
策

の
問
題

己
な

る
の
で
あ
る

。

幽

5

時

論

畑
俸
の
研
究

第
十
二
巻

(
第
六
號

八
五
)

九
〇
三

「

「


